
  

 

寿生会訪問介護事業重要事項説明書 

      第 1号訪問事業  (介護予防訪問介護相当)  

 

1. 事業の目的と運営方針 

事業の目的  社会福祉法人寿生会が設置する寿生会訪問介護事業所(以下「事業所」とい

う。)が行う第 1 号訪問事業(以下「事業」という。)の適切な運営を確保するた

めに人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介

護員研修の終了者(以下「訪問介護員」という。)が、要支援状態にある要援護

者に対し、適切な訪問介護を提供することを目的とする。 

運営の方針 ・事業所が実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて 

利用者の自立を支援し、利用者の意欲を高めるような働きかけを行うとと

もに個々のサービス計画を作成し、利用者の自立の可能性を最大限引き出

す支援を行うこととする。 

・事業の実施に当っては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括センタ

ー、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供す

る者との連携に努めるものとする。 

                

2. 寿生会訪問介護事業所の概要                         

◎名称・所在地                            

ご不明な点は何でもお尋ね下さい。                        ※相談・苦情窓口 

法  人  名 社会福祉法人 寿生会 理事長 向井 利信 

 事 業 所 名 寿生会訪問介護事業所 所長 中机  茂幸 

 所  在  地 
〒028-8407 岩手県下閉伊郡田野畑村田野畑

１２０－１８ 

電話 

ＦＡＸ 

0194-33-3221 

0194-33-3223 

介護保険指定番号 Ｎｏ．０３A３００００８５号 

提供実施対象区域 田野畑村全域 

 

◎営業日・時間                          ※電話等により 24時間常時連絡可能。 

   営業日  月曜日～土曜日（祝日を含む） 

   サービス提供時間（移動時間を含む）  午前７時００分～午後７時００分 

   定休日  日曜日・年末年始（12／29～1／3） 

 

 

 



  

 

◎事業所の職員体制 

職 名 常 勤 計 

所 長（管 理 者） １名 １名（兼） 

サービス提供責任者 １名 1名（兼） 

訪 問 介 護 員 2名 2.5名 

  

◎サービス内容 

① 利用者の身体に直接接触して行う介助、日常生活を営むのに必要な機能を高めるための

介助、専門的な援助を行います。また、家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援

助を行います。 

② 利用者に対して１対１で提供するサービスであり、本人のできる事はできるだけ本人が行

う事を基本に、日常生活の自立へ向けてサービスを提供いたします。 

 

◎料金の支払い方法 

１.現金(月払い) 利用時に訪問介護員が受領します。  

２.口座振込み 北日本銀行が指定となります。 

 

手数料 有 

３.振替            

 

田野畑村デイサービスセンターを利用してい

る方のみの対応です。デイサービス利用料金

と合わせて引き落としになります。 

手数料 10円 

 

 

◎サービスの終了 

   ①サービスを終了する場合は、終了を希望する日の１週間前までにお申し出下さい。 

②当事業所の都合でやむを得ない事情により、サービス提供を終了する場合がありま

す。   

③以下の場合は通知がなくても自動的にサービスを終了します。 

 利用者が施設に入所した場合 

 利用者の介護認定区分が非該当（要介護１～５）と変更された場合 

 利用者が死亡した場合 

④その他 

・ 利用者がサービスの利用料の支払いを３ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう再三勧告

したにもかかわらず、最終勧告日より、１４日以上支払わない場合。 

・ 利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合。 

・ 利用者が、入院もしくは病気等により、１ヶ月以上にわたってサービスが利用できない

状態であることが明らかになった場合。 

・ 利用者やご家族が、当事業所のサービス従業者に対して本契約を継続しがたいほど

の背信行為を行った場合。 



  

 

 

◎サービス利用にあたっての留意事項 

訪問介護員の変更の可否 変更を希望される方はお申し出下さい。 

男性訪問介護員の有無 希望される方はお申し出下さい。 

その他 不明な点はご相談下さい。 

 

◎利用料金（月定額）                       

 

① 週 1回程度の利用が必要な場合［11］ 1割 １，１７6円／月 

２割 ２，３52円／月 

3割 3，528円／月 

② 週２回程度の利用が必要な場合〔12〕 

   対象（要支援１・２） 

１割 ２，３４9円／月 

２割 ４，６98円／月 

3割 7，047円／月 

③ ②以上の利用が必要な場合〔13〕 

    対象（要支援２のみ）    

１割 ３，７27円／月 

２割 7，454円／月 

3割  11,181円／月 

特別地域加算 所定単位数に１５％加算。 

初回加算 新規に訪問介護計画を作成し、サービス提供責任者が訪問介護を行っ

た場合。（初回のみ） 

1割負担 200円／2割負担 400円／3割負担 600円加算。 

緊急時訪問介護加算  利用者や家族に要請を受けて訪問介護員などが居宅サービス計画にな

い訪問介護を行った場合。（1回につき） 

１割負担 100円／2割負担 200円／3割負担 300円加算。 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

介護職員処等遇改善加算（Ⅱ） 

介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 

介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 

※(Ⅰ)～(Ⅳ)のいずれかを算定 

所定単位数に 24.5%を加算。 

所定単位数に 22.4%を加算。 

所定単位数に 18.2%を加算。 

所定単位数に 14.5％を加算。 

交 通 費 通常実施対象区域（田野畑村全域）を超えてから、社会福祉法人寿生会

が実施する介護輸送サービス事業の距離制運賃を準用した額を徴収す

る。 

1㎞ごと 100円加算。 

同一建物減算 事業所と同一敷地内又は隣接する建物に居住する場合 10％減算。 



  

 

 

◎緊急時の対応方法 

サービス提供中に容態の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、他関

係機関等への連絡をします。 

 

 

 

◎事故発生時の対応 

・ サービス提供により事故が発生した場合は、保険者、当該利用者のご家族、当該利用者に係

る居宅介護支援事業所に連絡すると同時に、必要な措置を講じます。  

・ サービス提供により、賠償すべき事故が生じた場合には、加入している保険の範囲内で損

害を賠償します。 

 

 

◎秘密保持                                                    

訪問介護員が、サービスの提供をする上で知り得た利用者・家族に関する秘密は正当な

理由なく第三者に漏らしません。この義務は、契約終了後も継続します。 

 

 
◎虐待防止について                                                                     

                                             事業者は、利用者等の事件の擁護・                                                                                  
養護・虐待防止等のために、次に掲げる通り必要な措置を講じます。 

                                                                    

（1）虐待の防止に関する責任者の選定を行います。 

                             【虐待防止に関する責任者】 所長 中机 茂幸  

（2）成年後見制度の利用支援を行います。 

（3）苦情解決体制の整備を行います。 

（4）従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を行います。 

（5）訪問介護計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 

（6）従業者の悩み等を相談できるよう体制を整えます。 

 

 

 

 

 

 
 


